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第１章 組織の概要 

 

１ 人事委員会の設置 

地方公務員法第７条第１項の規定により、都道府県及び政令指定都市は、条例で人事

委員会を置くものとされ、同条第２項の規定により、政令指定都市以外の市で人口１５

万人以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会を置くことができるとされています。 

本市では、平成２２年４月１日の政令指定都市移行時における人事委員会業務の円滑

な運営を図るため、平成２２年１月１４日、地方公務員法第７条第２項の規定に基づく

相模原市人事委員会設置条例(平成２１年相模原市条例第４３号)により、人事委員会を

設置し、同年４月１日、政令指定都市への移行に伴い、同法第７条第１項の規定に基づ

く人事委員会となりました。 

 

２ 人事委員会の構成 

人事委員会は、議会の同意を得て地方公共団体の長が選任する３人の委員をもって構

成する合議制の執行機関です。 

本委員会の委員は、いずれも非常勤特別職であり、その構成は次のとおりです。 

 

職 氏名 任期 現職 

委員長 伊藤 信吾 
令和４年１月１４日から 

令和８年１月１３日まで 
弁護士 

委 員 
（委員長職務代理者） 

山本 雅子 
令和６年１月１４日から 

令和１０年１月１３日まで 
麻布大学名誉教授 

委 員 前田 順也 
令和３年１月１４日から 

令和７年１月１３日まで 

扶桑精工株式会社 

取締役会長 

 

３ 人事委員会の事務 

地方公務員法第８条の規定により、人事委員会が処理することとされている主な事務

は、次のとおりです。 

（１）人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びそ

の他人事に関する統計報告を作成すること。 

（２）人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に

関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長

又は任命権者に提出すること。 

（３）人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び

長に意見を申し出ること。 

（４）給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議

会及び長に勧告すること。 

（５）職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。 
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（６）職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、

及び必要な措置を執ること。 

（７）職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。 

 

４ 人事委員会の事務局の組織及び所掌事務 

令和５年４月１日現在の事務局の組織及び所掌事務は、次のとおりです。 

（１） 組織 

行政委員会事務局長１人 

任用調査課長 １人 

調査班 総括副主幹１人 ― 主査２人 ― 主任１人 

任用班 総括副主幹１人 ― 主査３人 ― 主任１人 

（２） 所掌事務 

ア 人事委員会の会議に関すること。 

イ 人事記録の管理に関すること。 

ウ 人事に関する統計報告に関すること。 

エ 職員評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員

に関する制度についての調査研究に関すること。 

オ 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関するこ

と。 

カ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告に関すること。 

キ 競争試験、選考その他の任用に関すること。 

ク 給与の支払の監理に関すること。 

ケ 分限及び懲戒に関すること(任命権者が所掌する事務を除く。)。 

コ 勤務条件に関する措置の要求に関すること。 

サ 不利益処分についての審査請求に関すること。 

シ 職員の苦情処理に関すること。 

ス 人事委員会規則、規程等の制定及び改廃に関すること。 

セ 退職管理に関すること(任命権者が所掌する事務を除く。)。 

ソ 管理職員等の範囲に関すること。 

タ 職員団体の登録に関すること。 

チ 労働基準監督機関の職権行使に関すること。 

ツ 退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関すること。 

テ 公印の管理に関すること。 

ト 事務局の人事に関すること。 
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５ 予算 

 令和５年度における人事委員会の運営に関する予算は、次のとおりです。 

                         (単位：千円) 

区分 予算額 

報酬 ２，４８６ 

報償費 ７０ 

旅費 ５４０ 

交際費 ２ 

需用費 ９３７ 

役務費 ６２ 

委託料 １５，０２１ 

使用料及び賃借料 １９，０６３ 

備品購入費 １６ 

負担金、補助及び交付金 ２，４３７ 

合計 ４０，６３４ 

 

６ 人事委員会の開催状況 

区分 開催年月日  議案等 

第１回 令和５年 議案  

定例会 ４月１８日 ９ 令和５年(審)第１号事案の審査請求について(継続) 

  １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

  ３０ 令和５年職種別民間給与実態調査の実施について 

  報告  

  ２１ 令和５年度の相模原市人事委員会に係る予算について 

  ２２ 教育職給料表の４級及び５級への昇格結果に係る報告に

ついて 

  ２３ 相模原市しごと＆採用試験説明会(高校卒業程度試験対

象)の実施について 

  ２４ 任命権者に委任している採用選考(医師(公衆衛生担当))

に係る実施計画の通知について 

  ２５ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【債権回収担当・家屋調査員】)に係る実施計画

の通知について 

  ２６ 任命権者に委任している採用選考(会計年度任用職員の

職)に係る実施結果の報告について 

  ２７ ２０２３年神奈川県国民春闘共闘会議、神奈川県公務・

公共業務労働組合共闘会議及び日本自治体労働組合総連
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合神奈川県本部からの要請について 

  ２８ 職員の懲戒処分について 

第２回 令和５年 議案  

定例会 ４月２６日 ３１ 相模原市一般職の給与に関する条例の規定に基づく規則

の改正に係る協議について(相模原市会計年度任用短時

間勤務職員の給与及び費用弁償に関する規則の改正) 

  ３２ 規則及び通知の改正について 

  ３３ 令和４年度相模原市職員採用選考(障害者対象)の最終合

格者の決定について 

  ３４ 令和５年度相模原市職員採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【窓口サービス担当】・【生活保護ケースワーカ

ー】)の実施について 

  報告  

  ２９ 任命権者に委任している採用選考(医師(公衆衛生担当))

に係る実施結果について 

  ３０ 大都市労連連絡協議会からの申し入れについて 

第１回 令和５年 議案  

臨時会 ５月１９日 ３５ 職員の昇任選考について 

  報告  

  ３１ 相模原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

本則第９号の規定に基づく人事委員会の承認について 

第３回 令和５年 議案  

定例会 ５月２４日 ９ 令和５年(審)第１号事案の審査請求について(継続) 

  １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

  ３６ 条例改正に関する意見について 

  ３７ 令和５年度相模原市職員採用試験(高校卒業程度)の実施

について 

  ３８ 令和５年度相模原市職員採用選考(障害者対象)の実施に

ついて 

  ３９ 令和５年度昇任試験(消防(副士長・士長・司令補))の実

施について 

  ４０ 相模原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

本則第９号の規定に基づく人事委員会の承認について 

  報告  

  ３２ 職員採用試験(大学卒業程度・免許資格職)及び職員採用

選考(土木社会人経験者【特別枠】)の申込状況について 

  ３３ 令和５年職種別民間給与実態調査の実施状況について 

  ３４ 相模原市労働組合共闘会議からの申し入れについて 
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  ３５ 大都市人事委員会連絡協議会委員長会議について 

第４回 令和５年 議案  

定例会 ６月１２日 ４１ 職員の給与等に関する報告及び勧告について 

  ４２ 条件付採用期間の延長の承認について 

  報告  

  ３６ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【公民館担当】)に係る実施結果の報告について 

  ３７ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【公民館担当】)に係る実施計画の通知について 

  ３８ 令和５年度 相模原市しごと＆採用試験説明会(高校卒

業程度試験対象)の実施結果について 

第５回 令和５年 議案  

定例会 ６月２３日 ４３ 令和５年度相模原市職員主査級昇任試験の実施について 

  ４４ 採用試験の種類の訂正について 

  報告  

  ３９ 

 

令和５年度相模原市職員採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【窓口サービス担当】【生活保護ケースワーカー】)

の申込状況について 

  ４０ 令和４年度人事委員会年報の作成について 

第６回 令和５年 議案  

定例会 ７月１０日 １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

  ４１ 職員の給与等に関する報告及び勧告について(継続) 

  報告  

  ４１ 第１３１回全国人事委員会連合会総会について 

  ４２ 第６６回全国人事委員会連合会公平審査事務研修会につ

いて 

  ４３ 職員の懲戒処分について 

第７回 令和５年 議案  

定例会 ７月２６日 １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

  ４１ 職員の給与等に関する報告及び勧告について(継続) 

  ４５ 令和５年度相模原市職員採用選考(土木社会人経験者【特

別枠】)の最終合格者の決定について 

  ４６ 令和５年度相模原市職員採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【窓口サービス担当】・【生活保護ケースワーカ

ー】)の最終合格者の決定について 

  ４７ 条件付採用期間の延長の承認について 

  報告  

  ４４ 任命権者に委任している採用選考(栄養士(育児休業代替

及び配偶者同行休業代替))に係る実施結果の報告について 
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第８回 令和５年 議案  

定例会 ８月４日 １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

  ４８ 相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則の一部

を改正する規則について 

  ４９ 令和５年度相模原市職員採用選考(環境整備員)の実施に

ついて 

  ５０ 令和５年度相模原市職員採用試験の最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について 

  報告  

  ４５ 令和５年度相模原市職員採用試験(高校卒業程度)の申込

状況について 

  ４６ 令和５年度相模原市職員採用選考(障害者対象)の申込状

況について 

  ４７ 令和５年職種別民間給与実態調査の実施状況について 

第９回 令和５年 議案  

定例会 ８月２１日 ９ 令和５年(審)第１号事案の審査請求について(継続) 

  １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

  ４１ 職員の給与等に関する報告及び勧告について(継続) 

  ５１ 条例改正に関する意見について 

  ５２ 令和５年度相模原市職員採用試験の最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について 

  ５３ 採用選考における人事委員会が認める職について(社会

人経験(民間企業等における建築に関する実務経験)を要

する建築職) 

  報告  

  ４８ 令和５年人事院勧告・報告について 

  ４９ 職員の懲戒処分について 

  ５０ 日本教職員組合及び日本高等学校教職員組合並びに全日

本教職員組合からの要請について 

第１０回 令和５年 議案  

定例会 ９月１日 ９ 令和５年(審)第１号事案の審査請求について(継続) 

  １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

  ４１ 職員の給与等に関する報告及び勧告について(継続) 

  ５４ 令和５年度相模原市職員採用試験の最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について 

  ５５ 令和５年度相模原市職員採用試験(大学卒業程度・免許資

格職)の実施について 

  ５６ 令和５年度相模原市職員採用選考(土木・建築・社会福

祉：社会人経験者)の実施について 
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  報告  

  ５１ 教育職給料表の５級への昇格結果に係る報告について 

  ５２ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【公民館担当】)に係る実施結果の報告について 

  ５３ 大都市人事委員会連絡協議会事務局長会議について 

  ５４ 大都市労連連絡協議会からの申し入れについて 

  ５５ 相模原市立小中学校管理職組合からの要請について 

  ５６ 相模原市労働組合共闘会議からの申し入れについて 

  ５７ 職員の懲戒処分について 

  ５８ 職員の分限処分について 

第１１回 令和５年 議案  

定例会 ９月１５日 ９ 令和５年(審)第１号事案の審査請求について(継続) 

  ４１ 職員の給与等に関する報告及び勧告について(継続) 

  報告  

  ５９ 令和５年度相模原市職員採用選考(環境整備員【就職氷河

期世代を含む採用】)の申込状況について 

  ６０ 公務労組連絡会、全国自治体労働組合総連合及び全日本

教職組合並びに公務公共サービス労働組合協議会からの

要請について 

第１２回 令和５年 議案  

定例会 ９月２２日 １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

  ４１ 職員の給与等に関する報告及び勧告について(継続) 

  ５７ 令和５年度相模原市職員採用選考(学校技能員)の実施に

ついて 

  ５８ 条件付採用期間の延長の承認について 

  報告  

  ６１ ２０２３年神奈川県国民春闘共闘会議、神奈川県公務・

公共業務労働組合共闘会議及び日本自治体労働組合総連

合神奈川県本部からの要請について 

第２回 令和５年 議案  

臨時会 １０月６日 １６ 令和５年(審)第２号事案の審査請求について(継続) 

第１３回 令和５年 議案  

定例会 １０月２７日 ９ 令和５年(審)第１号事案の審査請求について(継続) 

  ５９ 令和５年度相模原市職員採用選考(保育調理員(就職氷河

期世代))の実施について 

  ６０ 条件付採用期間の延長の承認について 

  ６１ 

 

令和５年度相模原市職員採用試験の最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について 

  ６２ 令和６年度土木職の相模原市職員採用試験(選考)について 
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  報告  

  ６２ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【マイナンバーカード交付促進担当】)に係る実

施計画の通知について 

  ６３ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【公文書館専門員】)に係る実施計画の通知につ

いて 

  ６４ 任命権者に委任している採用選考(栄養士(育児休業代替

又は配偶者同行休業代替))に係る実施計画の通知につい

て 

  ６５ 任命権者に委任している採用選考(学校事務(高校卒業程

度：育児休業代替又は配偶者同行休業代替))に係る実施

計画の通知について 

  ６６ 任命権者に委任している昇任選考に係る実施計画の通知

について 

第１４回 令和５年 議案  

定例会 １１月１４日 ９ 令和５年(審)第１号事案の審査請求について(継続) 

  ６３ 条例改正に関する意見について 

  ６４ 令和５年度相模原市採用試験の最終合格者の決定及び採

用候補者名簿の確定について 

  ６５ 令和５年度障害者を対象とする相模原市職員採用選考の

最終合格者の決定について 

  ６６ 令和５年度相模原市職員採用選考(環境整備員)【就職氷

河期世代を含む採用】の最終合格者の決定について 

  ６７ 条件付採用期間の延長の承認について 

  報告  

  ６７ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【公民館担当】)に係る実施計画の通知について 

  ６８ 任命権者に委任している昇任選考に係る実施結果の報告

について 

  ６９ 令和５年度相模原市主査級昇任試験の申込状況について 

  ７０ 相模原市職員採用選考(学校技能員)の申込状況について 

  ７１ 労働基準監督機関としての職権行使に係る事業所調査の

実施について 

  ７２ 職員の懲戒処分について 

第１５回 令和５年 議案   

定例会 １１月３０日 ６８ 相模原市一般職の給与に関する条例の規定に基づく規則

の改正に係る協議について(相模原市一般職の給与に関

する条例施行規則、相模原市一般職の職員の期末手当及
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び勤勉手当の支給に関する規則及び相模原市会計年度任

用短時間勤務職員の給与及び費用弁償に関する規則の改

正) 

  ６９ 相模原市一般職の給与に関する条例の規定に基づく規則

の改正に係る協議について(相模原市教育委員会の会計

年度任用短時間勤務職員の給与及び費用弁償に関する規

則の改正) 

  ７０ 令和５年度相模原市職員採用試験の最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について 

  ７１ 令和５年度相模原市昇任試験(消防(司令補・士長・副士

長))の最終合格者の決定及び昇任候補者名簿の確定につ

いて 

  報告  

  ７３ 大都市労連連絡協議会からの申し入れについて 

  ７４ 大都市人事委員会連絡協議会課長会議について 

  ７５ 任命権者に委任している採用選考(行政（任期付短時間勤

務職員)【債権回収担当・家屋調査員】)に係る実施計画

の通知について 

  ７６ 職員の懲戒処分について 

第１６回 令和５年 議案  

定例会 １２月２５日 ７２ 令和５年度相模原市職員採用選考の最終合格者の決定に

ついて 

  報告  

  ７７ 任命権者に委任している採用選考(医師(障害者更生相談

所・精神保健福祉センター))に係る実施計画の通知につ

いて 

第１７回 令和６年 議案  

定例会 １月２５日 １ 令和６年度相模原市職員採用試験(選考)の日程について 

  ２ 令和５年度相模原市主査級昇任試験の最終合格者の決定

及び昇任候補者名簿の確定について 

  ３ 採用選考における人事委員会が認める職について(社会

人経験(保育所等における保育に関する実務経験)を要す

る保育士職) 

  報告  

  １ 任命権者に委任している採用選考(栄養士(育児休業代替

又は配偶者同行休業代替))に係る実施結果の報告につい

て 

  ２ 任命権者に委任している採用選考(学校事務(高校卒業程

度：育児休業代替又は配偶者同行休業代替))に係る実施
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結果の報告について 

  ３ 任命権者に委任している採用選考(参事(コンプライアン

ス推進担当)、参事(廃棄物指導担当))に係る実施計画の

通知について 

  ４ 職員の懲戒処分について 

第１８回 令和６年 議案  

定例会 ２月８日 ４ 条例改正に関する意見について 

  ５ 令和６年度相模原市職員採用試験(土木（大学卒業程度）

【早期先行枠】)の実施について 

  ６ 令和６年度相模原市職員採用選考(保育士：社会人経験

者)の実施について 

  報告  

  ５ 労働基準監督機関としての職権行使に係る事業所調査の

結果について 

  ６ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【公民館担当】)に係る実施結果の報告について 

第１９回 令和６年 議案  

定例会 ２月２２日 ７ 通知の改正について 

  ８ 令和５年度相模原市職員採用選考(保育調理員)【就職氷

河期世代】の最終合格者の決定について 

  ９ 一般任期付職員の採用の承認について 

  １０ 条件付採用期間の延長の承認について 

  報告  

  ７ 任命権者に委任している採用選考(医師(障害者更生相談

所・精神保健福祉センター))に係る実施結果の報告につ

いて 

  ８ 任命権者に委任している採用選考(行政職参事(コンプラ

イアンス推進担当)、行政職参事(廃棄物指導担当))に係

る実施結果の報告について 

  ９ 任命権者が行う転職能力認定(行政職(環境事業所等))に

係る実施結果等の報告について 

  １０ 任命権者に委任している昇任選考に係る実施計画の通知

について 

  １１ 任命権者が行う転職能力認定(環境整備員)に係る実施計

画の通知について 

第２０回 令和６年 議案  

定例会 ３月１２日 １１ 一般任期付職員の採用の承認について 

  １２ 職員の昇任選考について 

  報告  
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  １２ 任命権者が行う転職能力認定(行政職(環境事業所等))に

係る実施結果の報告について 

  １３ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【マイナンバーカード交付促進担当】)に係る実

施結果の報告について 

  １４ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【公文書館専門員】)に係る実施結果の報告につ

いて 

  １５ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【債権回収担当・家屋調査員】)に係る実施結果

の報告について 

  １６ 任命権者に委任している採用選考(財政局参事、主任(環

境経済局内))に係る実施計画の通知について 

  １７ 相模原市職員採用セミナーオンラインの実施結果につい

て 

  １８ 職員の懲戒処分について 

第２１回 令和６年 議案  

定例会 ３月２８日 １３ 相模原市一般職の職員の勤務条件に関する規則及び相模

原市会計年度任用短時間勤務職員の勤務条件に関する規

則の一部を改正する規則について 

  １４ 相模原市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に

関する規則の一部を改正する規則について 

  １５ 相模原市一般職の給与に関する条例の規定に基づく規則

の改正に係る協議について 

  １６ 相模原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

本則第９号の規定に基づく人事委員会の承認について 

  １７ 特定任期付職員(スクールロイヤー)の任期更新の承認に

ついて 

  １８ 令和６年度相模原市職員採用試験の実施について 

  １９ 令和６年度相模原市職員採用選考(環境整備員)の実施に

ついて 

  報告  

  １９ 任命権者に委任している昇任選考に係る実施結果の報告

について 

  ２０ 任命権者に委任している採用選考(財政局参事、主任(環

境経済局内))に係る実施結果の報告について 

  ２１ 任命権者に委任している採用選考(行政(任期付短時間勤

務職員)【公民館担当】)に係る実施計画の通知について 

  ２２ 令和６年度相模原市職員採用試験(土木(大学卒業程度)



- 12 - 
 

【早期先行枠】)及び採用選考(保育士：社会人経験者)

の申込状況について 

  ２３ 相模原市労働組合共闘会議からの申し入れについて 

  ２４ 職員の懲戒処分について 

令和５年度における人事委員会の開催状況は、次のとおりです。 

＜合計＞ ・定例会２１回、臨時会２回 

     ・議案６４件(公平審査に係る継続事案含む。)、報告８１件 
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第２章 事業の概要 

 
１ 職員の任用 

地方公務員法第１８条の規定により、競争試験又は選考は人事委員会が行うこととさ

れています。同法の規定により本委員会の権限とされている一般職員の任用に関する事

項について職員の任用に関する規則等を制定し、職員の採用、昇任等について競争試験

及び選考を行っています。 

 

（１） 採用試験実施状況 

令和５年度の採用試験実施状況は、次のとおりです。 

 

ア 大学卒業程度・免許資格職 (第１次試験：令和５年６月１８日) 

試験区分 
試験 

段階 
内容 

最終合格 

発  表 
受験資格 

大   

学  

卒  

業  

程  

度 

行 政 

 

行 政 

（就職氷河期世代） 

第 1次 
教養試験 

(択一式) 

8月23日 

【行政】 

昭和 63 年 4 月 2 日から平成 14

年4月1日までに生まれた人 

【行政(就職氷河期世代)】 

昭和 45 年 4 月 2 日から昭和 61

年4月1日までに生まれた人 

第2次 

(1)論述試験 

(2)適性検査 

(3)個別面談 

第3次 個別面接 

消 防 

第1次 

(1)教養試験 

  (択一式) 

(2)個別面談 

(3)適性検査 
9月6日 

平成9年4月2日から平成14年

4月1日までに生まれ、赤色、青

色及び黄色の色彩の識別ができ

る人 
第2次 

(1)身体検査 

(2)体力検査 

(3)個別面接 

学校事務 

第1次 

(1)教養試験 

  (択一式) 

(2)個別面談 

(3)適性検査 
8月9日 

昭和 63 年 4 月 2 日から平成 14

年4月1日までに生まれた人 

第2次 個別面接 
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大   

学  

卒  

業  

程  

度 

土 木 

建 築 

電 気 

化 学 

第1次 

【化学以外】 

(1)専門試験 

(択一式) 

(2)個別面談 

(3)適性検査 

8月9日 

昭和 63 年 4 月 2 日から平成 14

年4月1日までに生まれた人 

【化学】 

(1)専門試験 

(記述式) 

(2)適性検査 

(3)個別面談 

第2次 個別面接 

社会福祉 

心 理 

第1次 

(1)専門試験 

  (択一式) 

(2)個別面談 

(3)適性検査 

昭和 63 年 4 月 2 日から平成 14

年4月1日までに生まれた人 

※社会福祉は、社会福祉主事の

任用資格を有するか、令和 6

年3月までに取得見込みの人 

※心理は、心理学を専修する学

科や、これに相当する課程を

修了、または令和6年3月ま

でに修了見込みの人など 
第2次 個別面接 

理学療法士

薬 剤 師 

第1次 

(1)専門試験 

(記述式) 

(2)適性検査 

(3)個別面談 

昭和63年4月2日以降に生まれ、

以下の免許を有するか、令和5

年度に行われる各国家試験によ

り免許取得見込みの人 

※理学療法士：理学療法士免許 

※薬剤師：薬剤師免許 第2次 個別面接 

 

イ 高校卒業程度・保育士・司書・学芸員(動物)(第１次試験：令和５年９月２４日) 

試験区分 
試験 

段階 
内容 

最終合格 

発 表 
受験資格 

高

校

卒

業

程

度 

行 政 

第1次 

(1)教養試験 

(択一式） 

(2)適性検査 

(3)論述試験 

(4)個別面談 

11月20日 

 

 

平成 14 年 4月 2 日から平成 18

年4月1日までに生まれた人 

第2次 個別面接 
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高

校

卒

業

程

度 

土 木 

第1次 

(1)専門試験 

  (択一式） 

(2)適性検査 

(3)個別面談 
10月31日 

平成 14 年 4月 2 日から平成 18

年4月1日までに生まれた人 

第2次 個別面接 

消 防 

第1次 

(1)教養試験 

  (択一式） 

(2)適性検査 

(3)個別面談 12月4日 

平成 14 年 4月 2 日から平成 18

年4月1日までに生まれ、赤色、

青色及び黄色の色彩の識別がで

きる人 
第2次 

(1)身体検査 

(2)体力検査  

(3)個別面接 

保 育 士 

第1次 

(1)専門試験 

  (択一式） 

(2)適性検査 

(3)個別面談 

11月20日 

昭和 53 年 4 月 2 日以降に生ま

れ、保育士登録をしている(神奈

川県において、国家戦略特別区

域限定保育士登録を受けている

人を含む)か、令和6年3月まで

に登録見込みの人 
第2次 個別面接 

司 書 

第1次 

(1)専門試験 

 (択一式) 

(2)適性検査 

(3)個別面談 

昭和63年4月2日以降に生

まれ、図書館法に定める司書

資格を有するか、令和6年3

月までに取得見込みの人 
第2次 個別面接 

学 芸 員 

(動 物 ) 

第1次 

(1)専門試験 

  (記述式) 

(2)適性検査 

(3)個別面談 
10月31日 

次の要件を全て満たす人 

(1)昭和63年4月2日以降に生

まれ、博物館法に定める学芸

員資格を有するか、令和6

年3月までに取得見込みの

人 

(2)学校教育法に定める大学又

は大学院で動物学に関する

専門課程を修了した人もし

くは同等の動物学に関する

専門知識を有する人 
第2次 個別面接 
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ウ 大学卒業程度・免許資格職２回目 (第１次試験：令和５年１０月２２日) 

試験区分 
試験 

段階 
内容 

最終合格 

発    表 
受験資格 

大 

学 

卒 

業 

程 

度 

土 木 

建 築 

心 理 

第1次 

(1)専門試験 

(択一式） 

(2)適性検査 

(3)個別面談 

12月4日  

昭和63年4月2日から平成14年4

月1日までに生まれた人 

※心理は、心理学に専修する学科

や、これに相当する課程を修了、

または令和6年3月までに修了見

込みの人など 
第2次 個別面接 

理学療法士 

第1次 

(1)専門試験 

  (記述式) 

(2)適性検査 

(3)個別面談 

昭和63年4月2日以降に生まれ、

理学療法士免許を有するか、令和5

年度に行われる国家試験により免

許取得見込みの人 

第2次 個別面接 

 

（２） 採用試験実施結果 

令和５年度の採用試験実施結果は、次のとおりです。 

 

試験区分 

第１次 

試験 

実施日 

申込者数 

第１次 

試験 

第２次 

試験 

第３次 

試験 最 終 

合格者数 受験者数 受験者数 受験者数 

(合格者数) (合格者数) 
 

 
行 政 

 230 
178 63 

11 5 

 
(就職氷河期世代) 

 
(65) (11) 

大 

学 

卒 

業 

程 

度 

行 政  568 
445 258 

113 71(13) 

 
(273) (121) 

社会福祉  35 
29 

14  14(1) 

 
(14) 

心 理 
6月18日 

14 
13 

5  5 

 
(5) 

土 木  24 
14 

6  5 

 
(7) 

 
建 築  11 

8 
4  2 

 
(5) 

 

 
電 気  6 

5 
2  1 

 
(2) 
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大 

学 

卒 

業 

程 

度 

化 学 
 

8 
6 

2  2 
 (2) 

学校事務  53 
43 

10  5(1) 
(10) 

消 防 6月18日 160 
114 

41  26 
(43) 

理学療法士  2 
2 

1  0 
(1) 

薬 剤 師  11 
10 

3  3(1) 
(3) 

高 

校 

卒 

業 

程 

度 

行 政 
 

45 
38 

13  5 
 (14) 

土 木 
 

1 
1 

1  1 
 (1) 

消 防 
 

93 
74 

34  32 

9月 24日 
（36） 

保 育 士 81 
59 

20  17 
 (23) 

司 書  62 
45 

5  3(1) 

 
（5） 

学 芸 員 

(動 物 ) 
 25 

22 
4  2(1) 

 
(4) 

大

学

卒

業

程

度 

土 木 

10月22日 

8 
4 

1  1 
(1) 

建 築 3 
3 

2  1 
(2) 

心 理 19 
19 

10  6 
(10) 

理学療法士 2 
2 

1  1 
(1) 

※最終合格者数欄の()は、採用待機者数（内数） 

 

（３） 採用選考実施状況 

選考により採用できる職は、相模原市職員の任用に関する規則により定められてい

ます。また、その一部を相模原市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の規

定により各任命権者に委任しています。 

令和５年度の採用選考実施状況は、次のとおりです。 

 



- 18 - 
 

ア 土木社会人経験者【特別枠】 (第１次選考：書類審査) 

選考区分 
選考 

段階 
内容 

最終合格

発 表 
受験資格 

土 木 

社会人経験者

【特別枠】 

第1次 書類審査 

7月31日 

昭和39年4月2日以降に生まれた人で、

以下の要件に該当する人 

・民間企業等における土木に関する実務経

験(土木工事の設計、施工管理、区画整

理事業等)を平成28年4月1日から令和

5年3月31日までの期間に5年以上有す 

る人 

＜国家資格の特例＞※上記要件を満たし

ている人で、国家資格(土木施工管理技士1

級または技術士(建設部門若しくは上下水

道部門、農業部門(農業土木に限る)、森林

部門(森林土木に限る))を有する人は第2

次選考のうち論文免除 

第2次 
(1)論文 

(2)ＳＰＩ３ 

第3次 個別面接 

 

イ 障害者対象 (第１次選考：令和５年９月２４日) 

選考区分 
選考 

段階 
内容 

最終合格

発 表 
受験資格 

行 政 

(大学卒業程度) 

 

行 政 

学校事務 

(高校卒業程度) 

第 1次 

(1)教養試験 

(択一式) 

(2)適性検査 

(3)論述試験 

(4)個別面接 

11月20日 

次の要件のすべてを満たす人 

(1)【大学卒業程度】 

昭和53年4月2日から平成14年4月 

1日までに生まれた人 

【高校卒業程度】 

昭和53年4月2日から平成18年4月 

1日までに生まれた人 

(2)次に掲げる手帳等の交付を受けている人 

①身体障害者手帳 

②都道府県知事又は政令指定都市市 

長が交付する療育手帳 

③精神障害者保健福祉手帳 

第2次 個別面接 
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ウ 行政職給料表(２)(就職氷河期世代を含む採用) 

(第１次選考：令和５年９月３０日) 

選考区分 
選考 

段階 
内容 

最終合格

発 表 
受験資格 

環境整備員 

第1次 
(1)業務適性試験 

(2)作文試験 

11月20日 

次の要件のすべてを満たす人 

(1)昭和39年4月2日以降に生まれた人 

(2)平成19年6月1日以前に取得した普通

自動車免許(オートマチック車限定免

許は不可)又は平成19年6月2日以降

に取得した中型自動車免許を有する人 

第2次 
(1)個別面談 

(2)体力検査 

第3次 個別面接 

 

エ 行政職給料表(２) (第１次選考：令和５年１１月１１日) 

選考区分 
選考 

段階 
内容 

最終合格

発 表 
受験資格 

学校技能員 

第1次 
(1)業務適性試験 

(2)作文試験 

12月27日 

(1)昭和39年4月2日以降に生まれた人 

(2)普通自動車免許を有する人 

※免許取得見込みは不可 

第2次 個別面談 

第3次 個別面接 

 

オ 社会人経験者 (第１次選考：書類審査) 

選考区分 
選考 

段階 
内容 

最終合格

発 表 
受験資格 

土 木 

建 築 

社会福祉 

(社会人経験者) 

 

第 1次 書類審査 12月27日 

次の要件のすべてを満たす人 

(1)昭和39年4月2日以降に生まれた人 

【土木】 

(2)民間企業等における土木に関する実務

経験(土木工事の設計、施工監理、区画

整理事業等)を平成29年10月１日から

令和5年9月30日までの期間に3年以

上有する人 
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 第2次 

(1)論文 

(2)ＳＰＩ３ 

(3)個別面接 

 (WEB面接) 

 

【建築】 

(2)民間企業等における建築に関する実務

経験(建築物の設計、施工監理、建築・

開発の許認可等)を平成29年10月１日

から令和5年9月30日までの期間に3

年以上有する人 

 第3次   個別面接  

【社会福祉】 

(2)社会福祉主事の任用資格を有する人 

社会福祉施設等における相談援助に関

する実務経験(ケアマネジャー、ソーシ

ャルワーカー、生活相談員、支援相談

員等)を平成29年10月１日から令和5

年9月30日までの期間に3年以上有す

る人 

 

カ 行政職給料表(２)(就職氷河期世代) (第１次選考：令和６年１月１３日) 

選考区分 
選考 

段階 
内容 

最終合格

発 表 
受験資格 

保育調理員 

第1次 
(1)業務適性試験 

(2)作文試験 

令和6年

2月28日 

昭和45年4月2日から昭和61年4月1日

までに生まれた人 第2次 
(1)個別面談 

(2)調理実技 

第3次 個別面接 

 

キ 任期付短時間勤務職員 (第１次選考：書類審査) 

選考区分 
選考 

段階 
内容 

最終合格

発 表 
受験資格 

行 政 

(任期付短時間

勤務職員) 

【窓口サービス

担当】 

【生活保護ケー

スワーカー】 

第1次 
書類審査 

(作文含む) 

7月28日 

【窓口サービス担当】 

年齢・経験・資格は不問 

【生活保護ケースワーカー】 

社会福祉主事の任用資格を有するか、採用

日までに取得見込みの人 第2次 個別面接 
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（４） 採用選考実施結果 

令和５年度の採用選考実施結果は、次のとおりです。 

 

選考区分 
第 1 次選考

実施日 
申込者数 

第１次選考 

受験者数 

(合格者数) 

第２次選考 

受験者数 

(合格者数) 

第３次選考 

受験者数 

最 終 

合格者数 

土木社会人経験者 

【特別枠】 
書類審査 24 

24 

(21) 

19 

(18) 
17 11 

障
害
者
を
対
象
と
す
る 

行 政 

（大卒程度） 

9月24日 

27 
14 

(1) 
1  0 

行 政 

（高卒程度） 
19 

18 

(0) 
-  0 

学校事務 

（高卒程度） 
5 

3 

(1) 
1  1 

環境整備員 

(就職氷河期世代を含む) 
9月 30日 110 

88 

(40) 

37 

(23) 
23 16(1) 

学校技能員 11月11日 45 
35 

(15) 

14 

(4) 
4 2(1) 

保育調理員 

(就職氷河期世代) 

令和6年 

1月13日 
15 

14 

(12) 

11 

(6) 
6 3 

土 木 

(社会人経験者) 

書類審査 

12 
12 

(12) 

12 

(9) 
9 6 

建  築 

(社会人経験者) 
16 

16 

(16) 

14 

(10) 
7 4 

社会福祉 

(社会人経験者) 
53 

53 

(48) 

45 

(30) 
27 17 

行政(任期付短時間勤務職員) 

【窓口サービス担当】 書類審査 

(作文含む) 

93 
93 

(67) 
61  47 

行政(任期付短時間勤務職員) 

【生活保護ケースワーカー】 
1 

1 

(1) 
1  1 

※最終合格者数欄の()は、採用待機者数（内数） 
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（５） 任命権者に委任している採用選考実施結果 

令和５年度の各任命権者に委任している採用選考実施結果は、次のとおりです。 

 

選考区分 申込者数 
第1次選考 
受験者数 

（合格者数） 

第２次選考 
受験者数 

最終 
合格者数 

医師(精神保健福祉センター担当) 
１次選考 令和５年４月～随時 

0 - - - 

行政(公民館担当) 
(任期付短時間勤務職員) 
１次選考 令和５年５月 

10 
10 
(8) 

8 4 

行政(公民館担当) 

(任期付短時間勤務職員) 
１次選考 令和５年７月 

42 
42 

（32） 
31 31 

行政(マイナンバーカード交付促進担当) 
(任期付短時間勤務職員) 
１次選考 令和５年１０月 

29 
29 

（22） 
21 10 

行政(債権回収担当) 

(任期付短時間勤務職員) 
１次選考 令和５年１２月 

1 
1 

（1） 
1 1 

行政(家屋調査員) 
(任期付短時間勤務職員) 

１次選考 令和５年１２月 

3 
3 

（1） 
1 1 

行政(公文書館専門員) 

(任期付短時間勤務職員) 
１次選考 令和５年１２月 

1 
1 

（1） 
1 1 

学校事務(高校卒業程度) 
(育児休業代替又は配偶者同行休業代替) 

１次選考 令和５年１２月 
13 11  5 

栄養士 
(育児休業代替又は配偶者同行休業代替) 

１次選考 令和５年１２月 
5 3  2 

医師(公衆衛生担当) 
１次選考 令和６年１月 

1 
1 

（1） 
1 1 

医師(障害者更生相談所) 

１次選考 令和６年１月 
0 - - - 

行政(公民館担当) 

(任期付短時間勤務職員) 
１次選考 令和６年１月 

22 
22 

（13） 
13 4 

行政 
(参事(コンプライアンス推進担当)) 

１次選考 令和６年１月 

1 
1 
(1) 

 1 
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行政(参事(廃棄物指導担当)) 
１次選考 令和６年１月 

1 
1 
(1) 

 1 

行政(財政部参事) 
１次選考 令和６年３月 

1 
1 
(1) 

 1 

行政(主任(環境経済局内)) 
１次選考 令和６年３月 

1 
1 
(1) 

 1 

 

 

（６） 昇任試験実施状況 

消防吏員昇任試験(消防副士長、消防士長、消防司令補)の実施のほか、令和４年度

より、行政職給料表(１)のうち４級(主査級)への昇任について、従来の任命権者に委

任している選考と併用し、競争試験を実施しました。 

令和５年度の昇任試験実施状況は、次のとおりです。 

 

ア 消防吏員 

試験区分 内容 受験資格 

消防副士長 
(1)勤務成績 

(2)弁論試験 

【採用区分：大学卒業程度】 

令和 6年 4月 1日現在、年齢が 25 歳以上で、かつ、消

防士としての在職年数が3年以上の職員で、本市消防吏

員としての勤務年数が2年以上の者 

【採用区分：高校卒業程度】 

令和 6年 4月 1日現在、年齢が 26 歳以上で、かつ、消

防士としての在職年数が8年以上の職員で、本市消防吏

員としての勤務年数が2年以上の者 

消防士長 

(1)勤務成績 

(2)筆記試験 

(3)口述試験 

令和 6年 4月 1日現在、年齢が 30 歳以上で、かつ、消

防副士長としての在職年数が5年以上の職員 

消防司令補 

(1)勤務成績 

(2)筆記試験 

(3)口述試験 

令和 6年 4月 1日現在、年齢が 35 歳以上で、かつ、消

防士長としての在職年数が5年以上の職員 
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イ 行政職給料表(１)適用職員 

試験 

区分 

試験 

段階 
内容 

最終合格 

発  表 
受験資格 

区分Ａ 

(事務) 

区分Ｂ 

(保育士、

保育教諭) 

区分Ｃ 

(土木、建

築、化学 ) 

区分Ｄ 

(社会福

祉、心理、

管理栄養

士、保健

師、理学療

法士) 

第1次 

(1)教養試験 

(2)論文試験 

(3)職員評価 

(4)主任級在級 
年数加算 

令和6年 

2月1日 

次のいずれかの要件を満たす職員 

受験年度の3月31日時点において、主任級(給

与条例別表第 5 の級別基準職務表の行政職給

料表(1)の部 3級の項に規定する職)に 3年以

上在級している又は在級する見込みのある職

員 

(1)社会人経験者であることを要件として採

用され、かつ、受験年度において主任級に

在級している職員であって、基準日におい

て、主査級(給与条例別表第 5 の級別基準

職務表の行政職給料表(1)の部 4 級の項に

規定する職)に必要な経験年数を有してい

る又は有する見込みのある職員 

(2)本市職員から引き続いて国家公務員等と

なり、再び本市職員として採用され、かつ、

受験年度において主任級に在級している

職員であって、基準日において、主査級に

必要な経験年数を有している又は有する

見込みのある職員 

(3)転任又は転職をした職員で、転任又は転職

の前の主任級の在級年数又は経験年数を

合算して上記(1)から(3)までのいずれか

に該当する職員 

第2次 
(1)面接試験 

(2)所属長評価 

 

（７） 昇任試験実施結果 

令和５年度の昇任試験実施結果は、次のとおりです。 

 

試験区分 
第１次試験 

実施日 
申込者数 

第１次試験 

受験者数 

(合格者数) 

第２次試験 

受験者数 

(合格者数) 

最  終 

合格者数 

消防副士長 
10月11日 

～12日 
18 18  18 

消防士長 9月22日 39 38  36 
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消防司令補 9月22日 42 42  16 

区分Ａ 

(事務) 

11月18日 

145 
108 

(51) 

57 

(39) 
39 

区分Ｂ 

(保育士、保育

教諭) 

区分Ｃ 

(土木、建築、

化学 ) 

区分Ｄ 

(社会福祉、心

理、管理栄養

士、保健師、理

学療法士) 

73 
52 

(27) 

33 

(22) 
22 

 

（８） 昇任選考実施結果 

職員の昇任は、一部を除き選考によります。また、相模原市職員の任用に関する権

限の一部を委任する規則の規定により、各任命権者に委任しているものがあります。 

令和５年度の昇任選考実施状況は、次のとおりです。 

 

ア 任命権者より昇任選考請求のあったもの 

 
行政職給料表(１) 消防職給料表 

医療職 

給料表 

９級 ８級 ７級 ８級 ７級 ４級 

市長事務部局 3 8 21    

議会 1 1     

教育委員会  1     

選挙管理委員会       

監査委員       

人事委員会       

農業委員会       

消防本部 1   1 2  

合計 5 10 21 1 2 
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イ 各任命権者に委任しているもの 

行政職給料表(１) 
行政職 

給料表(２) 

消防職 

給料表 

医療職 

給料表 

学校事務職 

給料表 

６級 ５級 ４級 ３級 ５級 ４級 ６級 ５級 ３級 ２級 ５級 ４級 ３級 

46 55 42 141 22 1 7 10 0 0 1 7 4 

 

（９） 特定任期付職員及び一般任期付職員の採用等の承認 

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、同法の規定に基

づく職員の任期を定めた採用の承認及び採用した職員の任期更新の承認について審

査をします。 

令和５年度の審査件数は次のとおりです。 

 

承認の区分 
申 請 書 

受理件数 

特定任期付 

職 員 

一般任期付 

職 員 

採用 3 件 0 人 3 人 

任期の更新 1 件 1 人 0 人 

他の職への任用 0 件 0 人 0 人 

 

２ 職員の給与等に関する報告及び勧告 

人事委員会は、地方公務員法第８条、第１４条及び第２６条の規定により、職員の給

与、勤務時間その他の勤務条件等について絶えず調査・研究を行い、給料表が適当であ

るかどうかについて議会及び市長に対し同時に報告をするものとされています。また、

給与を決定する諸条件の変化により、給料額を増減することが適当であると認めるとき

は、あわせて適当な勧告をすることができるとされています。 

令和５年度は、市議会及び市長に対して、令和５年１０月６日に「職員の給与等に関

する報告及び勧告」を行いました。概要につきましては、次のとおりです。 

「令和５年 職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

＜給与勧告制度の基本的な考え方＞ 

給与勧告制度は、職員の労働基本権制約に対する代償措置として、民間従業員等との均

衡を考慮し、社会一般の情勢に適応した適正な給与等勤務条件を確保する機能を有するも

のである。 

本年の給与勧告のポイント 
  

①月例給の引上げ 

職員給与が民間給与を３,６０９円(０.９６％)下回っているため、給料表を引上げ改定 

②期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ 

支給月数４.４０月→４.５０月(０.１０月分)、期末手当及び勤勉手当に均等に配分 
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１ 職員給与と民間給与の比較 

(１) 職種別民間給与実態調査 

調査対象事業所は、企業規模５０人以上、かつ、事業所規模５０人以上の市内民間

事業所２２７事業所であり、そのうち人事院が無作為に抽出した８０事業所を実地調査

したもの 

  

(２)職員給与と民間給与の比較結果 

＜月例給＞ 

民間従業員の給与 職員の給与（行政職(1)） 較差 

３７８,１０１円 ３７４,４９２円 ３,６０９円(０.９６％) 

（行政職給料表(1)適用職員の平均年齢 40.1歳、平均経験年数 17.7年） 

 

＜特別給(ボーナス)＞ 

民間従業員の支給月数 職員の支給月数 差 

４.５０月分 ４.４０月分 ０.１０月分 

 

２ 給与改定の内容 

(１)月例給 

・行政職給料表(１) 

初任給をはじめ若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減する形で全級・全号給に

ついて引上げ改定(平均１.０％) 

職員の初任給が民間従業員の初任給を下回っていること並びに国及び他自治体等と

の均衡等を勘案し、高卒初任給を９,０００円、大卒初任給を８,０００円それぞれ引

上げ 

・行政職給料表(１)以外の給料表 

行政職給料表(１)との均衡を考慮し引上げ改定 

医療職給料表及び特定任期付職員給料表は、人事院勧告の内容に準じて引上げ改定 

(２)期末・勤勉手当 

・民間従業員の支給月数に見合うよう、年間支給月数を０.１０月分引上げ(期末手当及

び勤勉手当に均等に配分) 

・定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員は、人事院勧告の内容に準じて引上

げ 

(３)初任給調整手当 

   処遇の確保の観点から、国の水準を踏まえた取扱いをすることが必要 

 (４)実施時期 

令和５年４月１日(ただし、期末・勤勉手当は令和５年１２月１日) 
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３ 人事行政に関する報告 

(１)人材の確保等 

ア 人材の確保 

・民間企業等との人材確保競争が激化する中、「土木社会人経験者【特別枠】」、教

員の「大学３年生等早期チャレンジ！！」等新たな選考区分を設定するなど、安

定的に人材を確保するための取組を行っているところであるが、働き方に対する

考え方が変化している現下においては、既存の考え方にとらわれない新たな採用

手法等について検討する必要がある。 

イ 人材の育成・活用 

・採用時や初めての異動後など、新たな業務への不安や悩みを抱えやすい若手職員

を支援する取組の一層の充実を図ることが必要である。あわせて、管理監督者等

のマネジメント能力の向上、職員のフォロワーシップを強化するための人材育成

の取組も重要である。 

・職員が主体的にキャリアプランを考える機会を設けるなど、長期的な視点で人材

育成に取り組まれたい。 

(２)働き方改革と勤務環境の整備 

ア ワーク・ライフ・マネジメントの実現 

・長時間労働の是正については、慣例や前例にとらわれることなく、事務事業の更

なる精査を行い、事業の廃止や業務量の削減に取り組むことが重要である。こう

した取組の実行性を高めるためには、市政を支える職員一人ひとりが大切な財産

であり、貴重な「人財」であるという認識を任命権者が常に持ち、強いリーダー

シップを発揮することが求められる。 

・フレックスタイム制をはじめとするより柔軟な働き方を実現するための取組につ

いて、本市の実情等を踏まえ、その必要性を含めて検討を進められたい。 

イ メンタルヘルス対策 

 ・メンタル疾患による休職者は依然として多い状況であり、任命権者においては、

メンタルヘルスに係る各種研修や健康管理に関する情報提供を行うなど、メンタ

ルヘルス不調の未然防止に取り組んでいるところであるが、更なる対策が求めら

れる。 

・メンタルヘルス不調による休業は、当該職員のみならず、周りの職員にも影響を

及ぼしかねない。管理監督者は、特定の職員に過度の負担が生じないよう業務分

担の見直しや職員が協力しあえるような職場風土を醸成するなど、組織全体で良

好な職場環境の整備に努められたい。 

ウ ハラスメントの根絶 

・パワーハラスメントについては、指導を行う職員が指導とハラスメントの違いを

正しく理解し、自身の何気ない言動がパワーハラスメントになり得ることを認識

する必要がある。 
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(３)公務員を巡る諸課題 

ア 公務員倫理の確保 

・職員は、自らの立場を改めて認識するとともに、自らの行動が市政に対する信頼

に影響することを常に意識し、法令等に基づく適切な職務遂行はもとより、公務

外であっても、法令や社会規範等について、率先して遵守していくことが求めら

れる。   

イ 高齢期の雇用の在り方 

・高齢期の職員が培ってきた豊富な経験や知識を積極的に活用できるよう、期待す

る役割の提示や強みを生かした適材適所の配置など、職員の貢献意欲を向上させ

ることが重要である。 

 

 

３ 条例の制定、改廃に対する意見 

職員に関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、議会において、人事委員

会の意見を聞かなければならないとされています。 

令和５年度には、議会からの求めに対し、次のとおり意見を提出しました。 

 

意見提出 

年月日 
条例案 意見の内容 

令和５年 

５月２９日 

相模原市職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条

例について 

本議案は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律施行規則の一部を改

正する省令(令和５年厚生労働省令第７４号)

による感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律施行規則(平成１０年厚生

省令第９９号)の改正により新型コロナウイル

ス感染症が五類感染症とされたことに伴い、同

感染症に係る保健所業務従事職員の特殊勤務

手当の特例に係る規定を削除しようとするも

のであり、異議のないものである。 

令和５年 

８月２５日 

相模原市一般職の給与に関する

条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

本議案は、新型インフルエンザ等対策特別措

置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和５

年法律第１４号)による新型インフルエンザ等

対策特別措置法(平成２４年法律第３１号)及

び地方自治法(昭和２２年法律第６７号)の改

正に伴い、災害派遣手当に係る規定の改正を行

おうとするものであり、異議のないものであ

る。 
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令和５年 

１１月１７日 

相模原市一般職の給与に関する

条例等の一部を改正する条例に

ついて 

 

本議案は、本委員会からの職員の給与に関す

る勧告並びに国及び他の地方公共団体の給与

等を勘案し、一般職の職員の給料、初任給調整

手当、期末手当及び勤勉手当に係る規定の改正

を行おうとするものであり、異議のないもので

ある。 

 相模原市一般職の給与に関する

条例及び相模原市学校職員の給

与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

本議案は、地方自治法の一部を改正する法律

(令和５年法律第１９号)による地方自治法(昭

和２２年法律第６７号)の改正に伴い、常勤の

会計年度任用職員の給与に係る規定及び会計

年度任用短時間勤務職員の報酬等に係る規定

の改正を行おうとするものであり、異議のない

ものである。 

令和６年 

２月１３日 

相模原市一般職の給与に関する

条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

本議案は、職務の特殊性等が認められる職の

人材確保のため、会計年度任用短時間勤務職員

の報酬等に係る規定の改正を行おうとするも

のであり、異議のないものである。 

相模原市職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例

について 

本議案は、地方自治法の一部を改正する法律

(令和５年法律第１９号)による地方自治法(昭

和２２年法律第６７号)の改正に伴い、育児休

業をしている職員の勤勉手当の支給に係る規

定の改正を行おうとするものであり、異議のな

いものである。 

 相模原市立療育センター条例等

の一部を改正する条例について

(第３条の相模原市職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部改正

に限る。) 

本議案第３条の相模原市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正については、児童福

祉法等の一部を改正する法律(令和４年法律第

６６号)による児童福祉法(昭和２２年法律第

１６４号)の改正に伴い、障害者訓練業務従事

職員の特殊勤務手当に係る規定の改正を行お

うとするものであり、異議のないものである。 

 

４ 勤務条件に関する措置の要求 

地方公務員法第４６条の規定に基づき、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する措置の要求があった場合に、人事委員会は、その要求を審査し、判定を行うとと

もに、その結果に応じて必要な勧告を行います。 

令和５年度における勤務条件に関する措置の要求の事案はありませんでした。 
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５ 不利益処分についての審査請求 

地方公務員法第４９条の２の規定に基づき、職員から懲戒その他その意に反する不利

益な処分について審査請求があった場合に、人事委員会は、これを審査し、その結果に

応じて、その処分の承認、修正又は取り消しの裁決を行います。また、必要に応じて、

職員が受けた取扱いを是正するための指示を行います。 

令和５年度における不利益処分についての審査請求の状況は次のとおりです。 

 

件数 処理件数 
翌年度へ 

繰越し 
年度 
当初 
係属 

新規 処分取消 処分修正 
棄却 

(処分承認) 
却下 取下げ 計 

2 0 0 0 2 0 0 2 0 

 

６ 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議 

退職手当管理機関から、退職手当の支給制限等の処分に係る諮問があった場合に、人

事委員会は、これを調査審議し、その結果に基づき、答申を行います。 

 令和５年度における退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議の事案はありません

でした。 

 

７ 苦情相談 

職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談があった場合は、地方公務員

法第８条第１項第１１号及び職員の苦情相談に関する規則の規定に基づき、助言、指導、

あっせんその他の必要な措置を行います。 

 令和５年度の苦情相談の状況は、次のとおりです。 

 

※１件の相談に係る相談内容が複数の場合、相談内容はそれぞれに計上。 

 

８ 職員団体の登録 

地方公務員法第５３条第１項の規定に基づき、職員団体からの登録申請を受けた場合

は、構成員や規約等を確認し、登録を行います。 

登録されている職員団体は、次のとおりです。 

 

 

相談件数 相談内容 処理状況 

年度 
当初 
係属 

新規 
任用 

関係 

給与 

関係 

勤務条件 

・ 

服務関係 

福利厚生 

関係 

職場環境

関係 
その他 

完結 

事案 

翌年度

へ繰越

し 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
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（令和６年３月３１日現在） 

登録年月日 職員団体の名称 

昭和４１年１０月５日 相模原市職員労働組合 

昭和５０年７月１５日 相模原市立小中学校管理職組合 

平成２９年４月１日 相模原市教職員組合 

 

９ 管理職員等の範囲 

管理職員等(※)と管理職員等以外の職員は、同一の職員団体を組織することができず

(地方公務員法第５２条第３項)、管理職員等の範囲は人事委員会の規則で定めることと

されています(同条第４項)。 

人事委員会では、管理職員等の範囲を定める規則を制定し、次のとおり管理職員等の

範囲を定めています。 

※重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職

員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しく

は服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針

に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員とし

ての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体と

の関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員 

 

（令和６年３月３１日現在） 

機関 職 

各機関共通 相模原市一般職の給与に関する条例(昭和２６年相

模原市条例第１１号)別表第５の級別基準職務表の

行政職給料表(１)の部６級の項から９級の項まで並

びに医療職給料表の部３級の項及び４級の項並びに

相模原市学校職員の給与に関する条例(平成２８年

相模原市条例第２８号)別表第３の級別基準職務表

の教育職給料表の部４級の項及び５級の項並びに相

模原市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規則(平成２２年相模原市人事委員会規則

第１９号)別表第１第１号の行政職給料表(１)級別

職務分類基準表の６級の項から９級の項まで、第４

号の医療職給料表級別職務分類基準表の２級の項か

ら４級の項まで及び第５号の教育職給料表級別職務

分類基準表の４級の項に規定する職 
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個別 市長の事務部局 本庁機関 (秘書課) 総括副主幹及び副主幹 

(総務法制課) 法制又は訴訟を担当する総括副主幹

及び副主幹並びに訴訟を担当する主査 

(コンプライアンス推進課) 総括副主幹及び副主幹 

(人事・給与課) 定数、人事、給与、服務又は労務

を担当する総括副主幹、副主幹、主査及び主任 

(職員厚生課) 福利厚生を担当する総括副主幹 

(財政課) 総括副主幹 

(保育課) 労務を担当する総括副主幹 

(廃棄物政策課) 労務を担当する総括副主幹 

   

   

  区役所 区会計管理者 

 教育委員会 

 

教育局 

 

(教育総務室) 定数、人事、給与、服務又は労務を

担当する総括副主幹、副主幹及び主査 

(学校給食課) 労務を担当する総括副主幹 

(教職員人事課) 定数、人事又は服務を担当する総

括副主幹、副主幹、主査及び主任 

(教職員給与厚生課) 給与、服務又は労務を担当す

る総括副主幹、副主幹、主査及び主任並びに福利厚

生を担当する総括副主幹 

 人事委員会 行政委員

会事務局 

(任用調査課)総括副主幹、副主幹、主査及び主任 

 

１０ 労働基準監督機関としての職権の行使 

職員については、原則として労働基準法、労働安全衛生法等が適用されますが、地方

公務員法第５８条第５項の規定により、現業職員以外の職員(労働基準法別表第１第１１

号、第１２号及び官公署(別表第１に掲げる事業を除く。)に該当する事業所に勤務する

職員で、単純労務職員を除く職員)の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、人事

委員会が行うこととされています。 

令和５年度は、人事委員会が所管する事業所について、労働基準法等の法令に適合し

た事務運営がなされているかを確認するため、地方公務員法第５８条第５項の規定に基

づき、全事業所を書面調査するとともに、３事業所を実地調査し、結果を周知しました。 

 

１１ 人事委員会規則の制定、改廃  

人事委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属する事項に関し、人事委員会規則

を制定、改廃することができるとされています。 

令和５年度に公布した規則は次のとおりです。 
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規則 

番号 
公布年月日 施行年月日 件名 

９ 
令和５年 
４月２６日 

令和５年 
４月２６日 

相模原市職員の任用に関する権限の一部を委任する規

則及び相模原市管理職員等の範囲を定める規則の一部

を改正する規則 

１０ 
令和５年 
８月４日 

令和５年 
８月４日 

相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則の一

部を改正する規則 

１ 
令和６年 

３月２８日 
令和６年 

４月１日 
相模原市一般職の職員の勤務条件に関する規則の一部

を改正する規則 

２ 
令和６年 

３月２８日 
令和６年 

４月１日 
相模原市会計年度任用短時間勤務職員の勤務条件に関

する規則の一部を改正する規則 

３ 
令和６年 

３月２８日 
令和６年 

４月１日 
相模原市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に

関する規則の一部を改正する規則 

 

 

１２ その他(会議等) 

（１） 全国人事委員会連合会 

全国人事委員会連合会は、都道府県、政令指定都市、特別区等人事委員会をもって

組織し、人事行政制度に関する研究、調査、資料の収集、情報交換、職員の研修等を

行っています。 

令和５年度の状況：総会１回(対面開催：東京都)、研修会１回(対面開催：札幌市)、

ブロック別勉強会１回(リモート開催) 
 
（２） 大都市人事委員会連絡協議会 

大都市人事委員会連絡協議会は、政令指定都市、東京都及び特別区の人事委員会を

もって組織し、人事行政制度に関する研究、調査、資料の収集、情報交換、職員の研

修等を行っています。 

令和５年度の状況：委員長会議１回(書面開催)、事務局長会議１回(対面開催：北

九州市)、課長会議２回(給与・公平・労基関係 対面開催：京

都市、任用関係：書面開催)、研修会３回(給与関係 対面開催：

千葉市、公平審査関係：書面開催、任用関係 対面開催：仙台

市) 



 
 

0 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年度 
人 事 委 員 会 年 報 

令和６年７月発行 
 

相模原市人事委員会 行政委員会事務局 任用調査課 
〒252-5277 相模原市中央区富士見 6-6-23 

けやき会館４階 
電 話     042-769-9810 


